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【新旧対照表】肥後銀行アプリ利用規定 

2024年 10月 21日改定 

※日付変更、項番繰下、その他軽微な修正については記載省略。 

改定前 改定後 

３．（利用対象者） 

本サービスがご利用いただける方は、肥後銀行に口座を所有している個人のお

客さまとなります。 

３．（利用対象者） 

本サービスは、肥後銀行に口座を所有する個人のお客さまがご利用いただけま

す。 

４．（取引端末） 

本サービスの機能のうち、本規定第８条の第１項～第６項に定める機能が利用

できる端末は利用者につき最大３台です。また本規定第８条の第７項～第８項

に定める機能が利用できる端末（以下、「取引端末」といいます）は利用者に

つき１台のみです。 

４．（利用端末と取引端末） 

本規定第８条の第１項～第６項に定める機能が利用できる端末（以下、「利用

端末」といいます）は利用者につき最大３台です。 

利用端末のうち、本規定第８条の第７項～第１２項に定める機能が利用できる

端末（以下、「取引端末」といいます）は利用者につき１台のみです。 

６．（利用条件等） 

（１）本サービスご利用口座の対象は、キャッシュカードの発行がある円貨普

通預金（決済用普通預金を含みます）および、定期預金、貯蓄預金、カードロ

ーン口座となります。また、総合口座定期預金も対象となります。 

６．（利用条件等） 

（１）本サービスご利用口座の対象は、キャッシュカードの発行がある円貨普

通預金（決済用普通預金を含みます）および、定期預金（総合口座定期預金を

含みます）、貯蓄預金、カードローン口座です。 

８．（本サービスの機能） 

本サービスでは、本アプリを利用して以下の各機能を提供します。 

（中略） 

（８）資金決済および各種申込・届出の取引 

本規定第４条に定める取引端末では、次にあげる資金決済等の取引機能が利用

できます。 

（追加） 

８．（本サービスの機能） 

本サービスでは、本アプリを利用して以下の各機能を提供します。各機能のう

ち第７項～第１２項に定める機能は、本規定第４条に定める取引端末でご利用

いただけます。 

（中略） 

（８）インターネットバンキング連携による資金決済等の取引 

取引端末を利用することで、肥銀インターネットバンキングサービスの機能と

連携した次のサービスをご利用いただけます。 

なお本項②～④の機能については別途肥銀インターネットバンキングサービ

スご契約および各サービスのご契約等が必要です。 

（９）ことら送金 

本サービス利用口座を対象とした「ことら送金サービス」が利用できます。 
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改定前 改定後 

サービスの概要、対象取引、その他本アプリにおける「ことら送金サービス」

利用については「肥後銀行アプリことら送金サービス利用規定」をご参照くだ

さい。 

（１０）ローン申込 

本アプリに掲載されている個人向けローンの借入申込ができます。 

各ローンの商品概要等については、本アプリまたは当行ホームページ内に掲載

しております各ローンの専用ページよりご確認ください。 

本アプリからのお申込みであっても、お手続きのためにご来店をお願いするこ

とがございます。また、お申込後に銀行および保証会社の所定の審査がござい

ます。審査の結果、ご希望にそえない場合がございますので、あらかじめご了

承ください。 

（１１）携帯電話番号変更 

銀行にお届けの携帯電話番号の変更ができます。 

変更にあたっては、当行所定の方法にて当該番号の所持確認を行います。変更

の実施日は、当行の処理が完了した日とします。処理完了前に生じた携帯電話

番号の変更に起因する損害等については、当行は責任を負いません。 

（１２）キャッシュカード一時停止・解除 

本サービス利用口座のうちキャッシュカード発行済の普通預金、貯蓄預金、カ

ードローンに対して、当行キャッシュカードの一時的な利用停止・解除ができ

ます。 

一時停止中はＡＴＭでの入出金とデビットカード決済が一律利用不可となり

ます。なお、取引ごとの停止・解除の選択はできません。 

本機能の対象は本人カードです。代理人カードは本件の対象外となりますので

ご了承ください。 

 

以 上  


